
は，世界の海に空白のない捜索救助体制を作り上げ

ることを目的としている。我が国は，同条約に基づ

き，国内的な体制の整備を行う一方，隣接国との

SAR協定の締結により国際的な協力体制の確立に努

めており，現在，米国，ロシア及び韓国とそれぞれ

SAR協定を締結している。

　また，近隣諸国等の要請に応じて，海上における

捜索救助体制の整備のため，研修員の受け入れ，専

門家の派遣等の技術協力を積極的に推進している。

　さらに，海運・水産関係者に対して，コンピュー

タの利用により多数の船舶の位置等の情報を把握す

ることにより，海難が発生した場合に捜索救助活動

を効果的に行うことができる日本の船位通報制度

（JASREP）への参加を促進し，制度の有効活用を

図った。平成16年には延べ２万4,933隻の船舶が参

加した。

（2）　救命胴衣の着用率の向上

　救命胴衣の着用が海難及び船舶からの海中転落に

よる死亡・行方不明者の減少に大きく寄与している

ことから，救命胴衣着用推進モデル漁協，同マリー

ナの指定拡充等により救命胴衣着用率の向上を図っ

た。また，救命胴衣の常時着用のほか，携帯電話等

の連絡手段の確保，緊急通報用電話番号「118番」

の有効活用を三つの基本とする自己救命策確保キャ

ンペーンを強力に推進した。

（3）　巡視船艇・航空機等の整備

　海上保安庁は，事案即応体制及び業務執行体制の

一層の強化を図るため，巡視船艇・航空機等の整備

を進めており，平成16年度は，継続分を含め，大型

巡視船６隻及び小型巡視船１隻並びに新型ジェット

飛行機２機を整備した。

　防衛庁は，人命救助等のための派遣にも役立たせ

ることができるように，航空基地及び艦艇基地に航

第８節　損害賠償の適正化・充実

　船舶による旅客の運送に伴い発生しうる損害賠償

に備えるため，事業許可を行う際に保険契約の締結

空機又は艦艇を緊急に発進できる態勢で常時待機さ

せている。

　警察では，警察用船舶のほか，船舶無線・各種水

難救助資器材等の整備充実を図った。

（4）　海難救助技術の向上

　船舶交通のふくそう状況，気象・海象の状況等を

勘案し，海難の発生のおそれがある海域において，

巡視船艇・航空機を効率的に運用している。

　また，転覆船や火災船からの人命救助等，高度な

救助技術・知識が要求される特殊な海難や救急救命

処置を要する傷病者の救助に対応するため，特殊救

難隊及び救難強化巡視船による特殊救難体制の充

実・強化を図るほか，救急救命士の養成を継続する

など，救急救命体制の充実・強化を図っている。

　さらに，海上で発生した傷病者等に迅速かつ的確

に対処するため，ヘリコプターに同乗し，つり上げ

救助，潜水作業及び救急救命処置等を行う機動救難

士を福岡，函館，美保，鹿児島航空基地に配置し，

人命救助即応体制の充実・強化を図っている。

　このほか，（社）日本水難救済会に対する救助用

物品の無償貸与や，全国各地で実施されている民間

の救助訓練の指導を行うなど，民間救助体制の強化

を図っている。

縱　洋上救急体制の充実

　洋上で発生した傷病者に対し，医師，看護師の迅

速かつ円滑な出動を行い，適切な医療活動を行うた

め，（社）日本水難救済会が事業主体となって実施

している洋上救急事業について，その適切な運営を

図るための指導及び協力を行うとともに，関係団体

と協力し，医療機関の参加を促進している。平成16

年は36件の要請を受け，医師・看護師等73人を派遣

した。

を条件とすることなどにより事業者の損害賠償の能

力を確保している。
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